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　消防署からのお知らせ　林野火災警報が運用開始となりました

　令和７年２月に発生した岩手県大船渡市の大規模林野火災を受け、国により検討された

結果、対象区域内の「屋外における裸火で火の粉が飛散する行為」を制限することで、林野

火災予防の実効性を高めることとなりました。

　「林野火災警報（令和８年１月１日から運用開始）」や「林野火災注意報（令和８年４月運用

開始予定）」は、毎年１月１日から５月３１日までの期間中、発令指標を満たした場合に該

当する市町村ごとに発令され、対象区域内で火の使用が制限されます。林野火災は人命や

日常生活、森林資源に甚大な被害をおよぼします。火の取り扱いには年間を通じて注意を

払い、発生防止に努めましょう。

　林野火災警報に関する情報や警報などの発令状況は、奥多摩消防署ホームページおよび

東京消防庁公式アプリで確認できます。なお、町ホームページもリンクしています。

　　奥多摩消防署　　　　　　　　　　　　　　東京消防庁公式アプリ

　　ホームページ　　　　　　　　　　　　　iＯＳ　　　　　アンドロイド

※問い合わせは、奥多摩消防署　☎８３－２２９９
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No.866 2026 年 2 月 5 日奥多摩町役場　☎ 0428-83-2111( 代 )　FAX 0428-83-2344

青
梅
警
察
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ら
の
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ら
せ
ほ
か

２月の休日・全夜間　担当医療機関（救急患者に限ります）

奥 多 摩 病 院 

≪診療時間≫

　●平日外来（月～金）午前9時～ ・【受付時間】午前8時～11時30分

　〇午後診療（月・水・木・金曜日）午後2時30分～3時30分

　　＊前日までに要予約

　〇小児予防接種（同上）午後3時30分～4時30分

　　＊予約希望日の１週間前までに要予約

　　【予約受付】平日の午後1時～4時30分・電話または窓口

≪峰谷診療所≫

　○火曜日　　　午後2時～

　○金曜日　　　午後2時～

≪日原診療所≫

　○木曜日　　　午後2時～

　◆受付時間外の診療も事前に電話連絡をお願いします。

　☎８３－２１４５

　奥多摩病院ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

  https://www.town.okutama.tokyo.jp/1/okutamabyoin/index.html

■禁煙外来（予約制）：禁煙をご希望の方は、ご利用ください。

■認知症外来（予約制）：認知症をご心配の方は、ご利用ください。

青梅警察署からのお知らせ
～青梅警察署管内の特殊詐欺被害～

　令和７年１１月末現在、管内で特殊詐欺の被害を１６件認知しており、被害総額は

約４１００万円となっています。

《医療費等の還付を装った詐欺に注意！》

　青梅警察署管内では、役場や金融機関を装った還付金詐欺の電話が急増しています。

　還付金詐欺とは、役場職員などを装って電話をかけ、

・医療費の過払いがある　・受け取れる給付金がある　・今ならＡＴＭで手続きが出来る

　など、申し向け被害者をＡＴＭに誘導し、携帯電話越しにＡＴＭの操作を指示しながら、  

　犯人の指定する口座にお金を振り込ませるというものです。

《★ＡＴＭで還付金を受け取ることは出来ません★》

　被害に遭わないために

・犯人と通話してしまうと騙されてしまうので、自宅の電話は、常に留守番電話に設定し、

　録音メッセージを確認して折り返し電話をかけ直すこと。

・電話の相手に、ご自分の家族構成、携帯電話番号や、どこの銀行と取引があるかなどの

　個人情報を教えないことが重要です。

　警視庁では『ＳＴＯＰ！ＡＴＭでの携帯電話』対策を推進しています。

　この対策は、ＡＴＭ周辺では携帯電話で通話しないことを社会のマナーとすることで還

付金詐欺被害をなくすことを目的としています。高齢者を詐欺被害から守るため、ＡＴＭ

周辺での携帯電話の通話はご遠慮ください。ご協力をお願いします。

　また、ＡＴＭ前で携帯電話を利用し、通話している方には、通話しないようにお声かけ

していただくか、警察に通報をお願いします。

※問い合わせは、青梅警察署　防犯係　☎２２－０１１０（内線２１６２）

奥多摩病院からのお知らせ

　奥多摩病院では、整形外科を含む全て

の診察を総合診療科にて行っています。

　総合診療科とは、「身近にあって、

何でも相談にのってくれる総合的な医

療」のことで「軽いめまいがするけど、

貧血か、更年期なのか」「突然熱が出

たけど、何が原因かわからない」「転

んで足腰が痛い」などの日常的にある、

あらゆる健康問題に対応します。

　整形外科の診療内容でも対応してお

りますので安心して総合診療科にて受

診してください。

＊マイナ保険証、もしくは資格確認証

　をお持ちください。
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「林野火災警報」を運用開始します

２０２６年１月１日より、

林野火災警報等発令時に制限される火の使用の例

●山林での火入れ ●たき火
●燃えやすい物の
近くでの喫煙

１月から５月の林野火災多発期に
発令指標を満たした場合 、
林野火災警報等を発令します。
該 当 市 町 村の 地域森林計画
対象森林及び国有林内 での
火の使用が制限されます。

林野火災警報発令中に火の使用
制限に従わない場合は、罰罰則則が
適用されることがあります。

詳しくは裏面をお読みください。

●花火や火遊び

東 京 消 防 庁

対象区域内での

２０２５年２月に発生した岩手県大船渡市の大規模林野火災を受け、国により検討された結果、林野火災
多発期（１月から５月）に一定の気象条件に達した場合、「林野火災警報」や「林野火災注意報」を発令
し、発令中の「屋外における裸火で火の粉が飛散する行為」を制限することで、林野火災予防の実効性を
高めることが必要とされました。

火の使用が制限
されます

林野火災警報
（ 年１月１日運用開始）

【消防法第２２条・火災予防条例第２９条】

林野火災注意報
（ 年４月運用開始）
【火災予防条例改正予定】

発令
指標

以下のいずれかを満たし、強風注意報の発表がある場合
① 前３日間の合計降水量が１ｍｍ以下、かつ、前 日間の合計
降水量が ｍｍ以下

② 前３日間の合計降水量が１ｍｍ以下、かつ、乾燥注意報が発表
※上記指標に加え、当日の降水状況等を考慮し、発令の判断を行います

（林野火災注意報も同様）。

左記の①又は②の条件を
満たした場合

対象
区域

該当市町村※における「地域森林計画対象森林」及び「国有林」
多摩市、調布市、羽村市、日野市、武蔵村山市、町田市、東大和市、瑞穂町、

八王子市、あきる野市、青梅市、日の出町、檜原村、奥多摩町

周知
方法

東京消防庁（ホームページ、公式アプリ等）、各自治体（防災行政無線、防災メール等）により、
林野火災警報等の発令に関してお知らせします。

火
の
使
用
制
限
対
象

以下の火の使用の制限に従わなければなりません。
 山林、原野等において火入れをしないこと。
 屋外において、花火（がん具用を含む。）を行わないこと。
 屋外において、火遊び又はたき火をしないこと。
 屋外において、爆発しやすい物や落ち葉などの燃えやすい物の
近くで喫煙をしないこと。

 屋外において、たばこの吸がらや灰を捨てる際は、火が確実に
消えていることを確認し、処理すること。

 左記の

火の使用の制限に
従うよう努めなければ
なりません。

解除
基準

発令指標に該当しなくなった場合

罰則 万円以下の罰金 又は 拘留
【消防法第 条第 号】

－

「屋外において裸火を使用し、火の粉が飛散する行為」が対象

火災と見間違えるような「煙」や「火」が出る行為を行う場合は、当該行為を行う３日前までに、
管轄の消防署への届出が必要です。また、火災予防条例改正後、 月から 月までの間に対象区
域内において裸火を使用し、火の粉が飛散するおそれのある行為を行う場合も、新たに届出の対
象となります。 詳しくは、 東京消防庁ホームページ又は最寄りの消防署へお問合せください。

消防署への届出について（ ）消防活動に支障を及ぼすおそれのある
行為の届出【火災予防条例第６０条】

林野火災警報等の発令と火の使用制限について

※該当市町村

たき火かまど キャンプ
ファイヤー

たいまつ どんど焼き※※1

林野火災多発期（１月１日～５月３１日）に、発令指標を満たした該当市町村に対して
林野火災警報等を発令し、対象区域での火の使用が制限されます。

※ 警報等による火の使用制限は、届出により免除されるわけではありません。

※１ 伝統行事や地域行事であっても、どんど焼き等の裸火で火の粉が飛散する行為は制限対象となります。
※２ 火の粉が飛散しない形態の火を使用する製品等（バーベキュー台、七輪、ガス器具など）を、それぞれの使用
方法に従い使用する場合は、制限の対象とはなりません。

制限の対象とならない
火の使用の一例 ※2

七輪（炭火など）

林野火災警報等
の詳細はこちら
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